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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
上
海
日
本
国
総
領
事
館
員
の
「
外
国
人
死
亡
書
」
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
報
道
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

本
年
五
月
十
五
日
、
外
務
省
の
大
臣
官
房
人
事
課
及
び
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
中
国
課
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
報
道
に
係
る
事

実
関
係
等
を
内
容
と
す
る
対
外
応
答
要
領
を
作
成
し
た
。
こ
の
対
外
応
答
要
領
に
は
、
秘
密
指
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
五
月
六
日
に
お
け
る
在
上
海
総
領
事
館
館
員
（
以
下
「
館
員
」
と
い
う
。
）
の
死
亡
（
以
下
「
本
件
」
と
い

う
。
）
の
後
、
外
務
省
か
ら
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
監
察
査
察
担
当
参
事
官
は
、
本
件
に
係
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書

を
作
成
し
た
。

四
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
上
海
市
に
お
い
て
外
国
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
現
地
の
公
安
局
が
外
国
人
死
亡
証
を

一



発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
館
員
に
つ
い
て
も
、
外
国
人
死
亡
証
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
外
国
人
死

亡
証
は
、
医
学
的
見
地
か
ら
、
館
員
の
死
因
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
「
仕
事
の
重
圧
」
と
い
っ
た
記
載
は
な
く
、

ま
た
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
外
務
本
省
に
対
し
て
報
告
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

十
一
か
ら
十
四
ま
で
に
つ
い
て

館
員
の
遺
書
の
写
し
は
、
外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
お
り
、
秘
密
指
定
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
遺
書
の
内
容
等
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
諜
報
活
動
及
び
そ
の
対
応
措
置
や
館
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
御
遺
族
の

意
向
も
あ
り
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


